
平成 26 年度 多文化共生施策担い手連携推進事業公募要項 
 

平成 26 年４月 25 日 
一般財団法人 自治体国際化協会 

多文化共生部 多文化共生課 
 

１．事業の目的 
 一般財団法人自治体国際化協会（以下「当協会」という。）は、全国市町村国際文化研修

所（JIAM）と共催で行う研修の修了者を「多文化共生マネージャー」として認定している。

それぞれの多文化共生マネージャーは、全国各地の地方公共団体や地域国際化協会、NPO
等と連携しつつ、地域に根ざした活動を実施しているところである。 
平成 25 年度末における在留外国人数は約 206 万人であり、多文化共生の視点からの地域

づくりに向けた課題へは地域毎に異なるものとなっている。また、東日本大震災の経験か

ら、多文化共生施策の担い手による広域での連携の必要性も高まってきている。 
これらのことを踏まえ、各地域の多文化共生施策の推進や多文化共生に対する住民理解

の促進等を図ることを目的とし、多文化共生施策に関する多様な知識・経験を有する多文

化共生マネージャーを活用した本件委託事業を公募方式により募集し、実施する。 
 
２．応募資格を有する者 
（１）地方公共団体 
（２）地域国際化協会（総務大臣に認定を受けた地域国際化協会をいう。） 
（３）特定非営利活動法人 
（４）その他本事業を実施する能力を有すると当協会が認める団体（法人格を有するもの

に限る。） 
 
３．委託事業の内容 
 （１） 委託する事業 
  対象団体が多文化共生マネージャーを活用して実施する以下の事業とする。 
  ①在留外国人が抱える課題解決のための事業（災害時支援、日本語学習支援、就学・

進学支援、等） 
  ②多文化共生に対する住民（在留外国人住民及び日本人住民）の意識啓発事業 
  ③その他多文化共生施策に関する地方自治体、地域国際化協会、NPO 等の広域での連

携に資する事業 
  
（２）事業を実施する地域 
  全国を以下の６ブロックに分けたうえで、１年度内に１ブロックにつき１事業を委託

する。複数ブロックにまたがる事業は、当協会が提案内容から判断する「主たる事業実



施地域」を含むブロックでの１つの事業とみなす。 
  ①北海道・東北ブロック（１道６県） 

…北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島 
  ②関東ブロック（１都６県） 

…茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川 
  ③中部ブロック（９県） 
  …新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知 
  ④近畿ブロック（２府５県） 
  …三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 
  ⑤中国・四国ブロック（９県） 
  …鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知 
  ⑥九州・沖縄ブロック（８県） 
  …福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 
 
４．委託金額 
 １事業当たり 40 万円を上限とする。事業が複数ブロックにまたがる場合は、当協会が提

案内容から判断する「主たる事業実施地域」を含むブロックでの１つの事業とみなし、委

託金額の上限は 40 万円とする。 
 
５．対象経費 
 対象経費は、次のいずれかに該当する経費とする。 
  ア  消耗品費 
  イ  旅費交通費 
  ウ  諸謝金 
  エ  役務費 
  オ  使用料 
  カ  事務管理費 
  キ  印刷製本費 
  ク  食糧費 
 
６．応募手続き 
（１）応募書類：別添様式第１号（多文化共生施策担い手連携推進事業 応募申請書） 
   応募部数：正本１部 
 

 （２）応募に関する質疑応答  
①受付期限 ：平成 26 年５月 20 日（火）午後５時まで  
②質問様式 ：任意 （ただし、件名は「多文化共生施策担い手連携推進事業」とし、



質問者の会社名、部署名、氏名、電話番号、ＦＡＸ番号及び電

子メールアドレスを記載すること。）  
③質問方法：ＦＡＸ又は電子メールで一般財団法人 自治体国際化協会 多文化共生部  

多文化共生課あて送付 
ＦＡＸ送信先    03-5213-1742  
電子メール送信先  tabunka@clair.or.jp 

（３）応募期限：平成 26 年５月 23 日（金）午後５時まで 
（４）応募方法： 持参又は郵送  

① 持参の場合  
平日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの間に提出すること。 

② 郵送の場合  
書留郵便により平成 26 年５月 23 日（金）午後５時までに提出（必着）すること。  

（５）応募先  
一般財団法人 自治体国際化協会 多文化共生部 多文化共生課 
〒102-0083 東京都千代田区麹町 1-7 相互半蔵門ビル６階  
電話 03-5213-1725    FAX 03-5213-1742 

（６）その他  
①提出された応募書類について、必要に応じて聴き取り調査を実施することがある。  
②応募書類の作成、提出及び聴き取り調査対応に係る経費は、応募者の負担とする。  
③応募書類は返却しない。 

 
７．契約の相手方の決定 
（１）契約の相手方の決定方法 

提出された書類の内容を、以下の審査項目により当協会が審査し、委託先団体、実施

事業及び委託金額を決定する。 
（審査項目） 

   ア的確性（提案内容が事業目的に合致しているか 等） 
   イ信頼性（多文化共生マネージャーを活用しつつ、業務内容を適切に遂行できる体

制が整っているか 等） 
   ウ妥当性（経費見積もりが適切で、かつ費用対効果の観点においても適切か 等） 
（２）結果の通知 

契約の相手方の決定後、すべての応募者に対し、採択、不採択の旨を通知する。 
 （３）事業内容の修正 
  採択された事業内容については、必要に応じ契約までに当協会と契約相手方との間で

調整のうえ、修正等を行うことがある。 
（４）採択の取り消し  

次の要件のいずれかに該当する場合には、採択を取り消すことがある。  



①応募者が項目２の応募資格を有すると偽った場合又は応募資格を失った場合  
②応募書類に虚偽の内容が記載されていた場合 

 
８．委託契約の締結 
（１）契約の締結 

契約の相手方の決定後、当協会は速やかに当該委託団体との間で委託契約を締結する。 
 （２）委託契約期間 

委託契約は単年度契約とし、委託契約期間は委託を受けた日から当協会が別に定める

日までとする。 
 （３）再委託 

再委託は禁止する。 
 
９．委託費の支払い 
（１）請求書の提出 

委託先団体が委託費の支払いを受けようとするときは、当協会が別に定める様式によ

り、請求書を当協会あて提出しなければならない。 
（２）委託費の支出 

当協会は、前項の請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から 30 日以

内に委託費を支払わなければならない。 
 
１０．実績報告 
（１）実績報告書の提出 

受託者は、委託事業が完了したときは、直ちに、当協会が別に定める様式により実績

報告書を当協会へ提出しなければならない。 
（２）事業内容の公表 

   実施事業の内容については、当協会ホームページ及び機関誌等で公表することを予定

している。 
  



（様式第１号） 
 

第   号 
 年 月 日 

 
一般財団法人自治体国際化協会 
理事長  岡本  保  様 

 
各団体の長  印 

                        
 

多文化共生施策担い手連携推進事業 応募申請書 
 
 

多文化共生施策担い手連携推進事業公募要項第６の規定により、下記のとおり応募します。 
 
 

記 
 
１ 事業名 
 
 
２ 事業の目的 
 
 
３ 事業計画 
 別紙１のとおり 
 
５ 事業に要する総事業費 
 

                     円  
内訳：別紙２のとおり 

 
６ 担当者 

担 当 課  

職・氏名   

電話番号   

Ｆ Ａ Ｘ  

電子メール  



（様式第１号）別紙１ 

応募団体名  実施ブロック        ブロック 

事業名  

事業区分 
※該当事業に○ 
 複数選択可 

１．意識啓発地域づくり  ２．医療・福祉  ３．災害対策 
４．子ども・教育  ５．推進体制の整備  ６．日本語学習  ７．労働 

事業実施期間  
※１月末までに事業完了すること。 

【①実施内容】 
事業概要： 

 

スケジュール： 

 

 

 

 

事業実施地域： 
 
事業対象者： 
 

【②事業の相手方（連携団体）】※連携団体がある場合は、その名称を記載 
 

【③事業実施の背景】 
 

【④事業実施の重要性・必要性】 
 

【⑤事業の特長、期待できる効果】※この事業ならではのアピールポイント、今後の展望を記載すること 
 

※１ 行数が足りない場合は適宜変更してください。 
※２ 参考資料等がある場合には、添付してください。 



（様式第１号）別紙２ 
団体名             

収支予算書 
１.収入 

（単位：千円）   
項目 予算額 内容 

委託料  多文化共生施策担い手連携推進事業委託料 

自己財源   

その他（参加者負担金等）   

合計   

  
 
２.支出 

（単位：千円）   

事業名・科目 予算額 積算内容 
充当財源 

委託料 自己財源 
その他
（参加者

負担金等） 
消耗品費      

旅費交通費      

諸謝金      

役務費      

使用料      

事務管理費      

印刷製本費      

食糧費      

合計      

  
 

 
 
 


